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◆『万葉集』東歌を巡る文学史
1.「国民歌集・万葉集」の発明

　1890年の第1回帝国議会招集をもって近代国家の体裁は一応整った。

　この前後から、国粋保存主義が勃興してきた。上からの近代化が一段落して、それまで手つかずであった国民意識（ネーション）—国家の成員間の階級貫通的な共属意識—の形成が意識されたのである。いわばハード面に対するソフト面の整備であり、個々の利害関係を超えた高次元の結びつきを民衆に実感させる必要が生まれたのだった。

　この中で文学による国民意識の創出も図られた。当時の見解では文字があるすなわち文明であり、文字による芸術たる文学は最も高次元の文明、文明の精華であった。（口承文学は文学の範疇ではなかった。自己矛盾に陥るからである。）

　国民的アイデンティティを確証する具として「古典」が一斉に立ち上げられた。文学全集の出版が相次ぎ、中等教育のテキストも刊行された。これらの動きを担ったのは、東京大学古典講習科国書課、帝国大学文科大学和文学科、同国文学科の学者たちであった。これらの研究機関では「和漢」の古典からの「漢」の排除と、それによる＜自国＞の「古典」の再定義がいち早く体系化された。すなわち「古典」とは、日本語（和語）によるテキストに限定されていたのであった。

　「国民の古典」群において、『万葉集』は当初からきわめて高い地位を占めた。この地位を支える通念を「万葉国民歌集観」と呼ぶ。これには２つの側面があった。一つは「天皇から庶民まで」「素朴・雄渾・真率」といった評価に示される、古代の国民の真実の声があらゆる階級にわたってくみ上げられている、というものであり、もう一つは貴族の歌歌と民衆の歌歌とが同一の民族的文化基盤に属しているというものである。

　新体詩の流行に対抗して巻き起こった和歌改良論の渦中で「万葉国民歌集観」の第1側面が構築された。新体詩の長大で雄大な詩形、社会的普及を可能にする平明さに対抗しうるものとして、『万葉集』の長歌が注目をあびたのだ。和歌改造論を提唱した古典講習科関係者らは、長歌の復活によって、勇壮の気性、擬古的表現の排斥、用語の拡張（実際のところ、『万葉集』長歌における漢語の使用は例外的なものだったが）、詩形の長大化をそっくり和歌に取り込もうとした。このなかで『万葉集』には国民的詩歌の備えるべき性質—例えば全階級的布陣—はすべて出そろっていたとの、誇張された見解が成立したのだった。

　第2側面の構築は明治後期日露戦争をはさむ十数年間に起こった。これを「明治後期国民文学運動」と呼ぶ。この運動の舞台となったのは、帝国大学文科大学の学生・教官・卒業生らが、国民の精神的支柱となるべき「国民文学」の樹立を旗印に創刊した、月刊「帝国文学」であった。折しも日清戦争の勝利が空前の熱狂を巻き起こしており、それに多分に影響されたといえる。

　運動の基本路線は、文化的後進国がいかにして一等国に成り上がるか、にあった。彼らは１．固有の国民性／民族性を探究・顕彰しながら、２．先進諸国の精神的・文化的達成を摂取・消化して、３．１に２を同化・融合（当時のことばで「鎔鋳」）することで、これを達成しようとした。

　運動路線１に関して、国民の一体性の根拠をvolk（民族・民衆）の次元に求める思想が普及した。民間伝承への関心が急速に高まる一方、記紀神話が日本の民族神話と位置づけられて日本神話学が生まれた。やがてvolkの概念は「民謡」と訳されて普及し、『万葉集』の東歌、巻11、12、16の作者不明歌に適用されるようになった。これによって「天皇から庶民まで」の天皇と庶民の位置は逆転した。すなわち従来、皇族・貴族の風雅が下々まで行き渡っていた、と考えられていたものが、民族的／民衆的文化としての「民謡」を基盤にして、外来の文明を融合した高度な詩歌が花開いた、と考えられるに至ったのである。また東歌、作者不明歌の形式が貴族たちの創作歌と同じく定型短歌であることに注目が集まった。一部にはこれを根拠に「民謡」説に疑問を投げかける者もいたが、大勢は短歌という形式が日本人の民族的詩形なのだと信じる方に傾いた。すなわち天皇から庶民までが定型短歌を読む文化を共有していると考えたのであった。

２．東歌「民謡」説の変遷

　近代前夜において東歌は取り立てて評価されていなかった。賀茂真淵ら当時の国学者は、東歌や防人歌をその特異性において評価しようという視点を持っていなかった。東歌の扱いは近代になって急に手厚くなったのであり、それは東歌が「万葉国民歌集観」を支える証左の一つだからにすぎない。

　明治中・後期まで文学とはすなわち文字で書かれたものであった。詩歌（ポエトリー）の日本的形態である和歌も、詩歌が文学である以上文学の範疇に含まれなければならない。『万葉集』も文学なのだ。しかし東歌や防人歌はどうなるのか？もちろん文字で書き残されている以上文学ではある。しかし、辺境の下層民作とされたそれらと、この論理的要請はどう整合するのか？

　論理的矛盾は詩歌による国民統合というそもそもの課題にも及んだ。非識字率は依然として高く、詩歌が知的エリートの専有物であることは明白であった。「国民全体」の文学、「天皇から庶民まで」などととなえてもおよそ説得力はなかったのである。こうした状況が明治後期国民文学運動においてvolk思想の導入をうながした。

　『万葉集』が国民歌集であるには、東歌・防人歌は日本の国民性に根ざした民謡でなければならなかった。東歌は民謡であると決め込まれ、十分な根拠もないままそのように受容された。また『万葉集』の中の「民謡」の範囲は他の作者不明巻まで自動的に拡張されていった。

　volk思想は大正期に広く普及した。この背景には読書層の増大と教養主義もある。知的エリートのものであった詩歌が一般化してきたのだった。万葉集「民謡」説もますます隆盛した。ここで大きな役割を果たしたのが北原白秋と島木赤彦である。

　北原白秋は上田敏に師事し、国民文学運動を継承・体系化した。国民の文学レベルの低さに絶望し、自ら民謡や童謡をつくって国民文学の定着と発展を目指した。いわば民衆の声を天才として代弁したのである。『万葉集』を一貫して「民謡」とし、称揚していた。

　島木赤彦はアララギを主宰し、歌壇を席巻した。民謡の意義を情熱的に称揚したが、これは同時代の思潮に他分に影響を受けたためであった。東歌を民謡的なものとして伝播の可能性を示唆した。『万葉集』を年代ではなく歌柄によって分類もしている。

　一方で、津田左右吉や武田祐吉による東歌非民謡説も登場した。用語の使用、歌の割合などを根拠に東歌は「民謡」ではないと主張したのである。しかし、その主張は正当に受け取られず、誤解されたまま非難され、東歌非民謡説は挫折した。
　その後非民謡説は在地創作説に発展した。東歌を民謡ではなく文学と位置づけ、都と東国の長期間にわたる文化的交通を背景に設定し、歌をつくる場として酒宴など社会的交流の場を想定するものである。また東歌創作の担い手を地域の豪族層とする説もある。

　また民謡説は民謡的集団歌謡説に発展した。東歌をあくまで民謡としながらも、都と東国の文化交通により東国の民謡世界に変化が起きていたと想定するものである。また収集・編纂時の取捨選択・変改加工・紛れ込みの可能性も考慮している。
　両説はかなり歩み寄ってきたといえる。東歌を中央の世界との文化的交通によって東国に新たに生じた歌歌と認める点は双方に共通している。対立は相対的なものになってきており、議論は手づまりに陥った観がある。これに対し第３の視点から新局面を開こうとする動きが見られたが、いまだ認知は進んでいない。（ずばり品田悦一氏である。）

　

◆東歌を読み直す
１．東歌は定型短歌か？

　東歌は『万葉集』の他の歌と同じく七五音節定型のリズムを内在している。このリズムは曲節のいかんにかかわらず、歌詞そのものに内在しているものだ。また字余りの法則も完全に等しい。
　『万葉集』の歌詞に内在しているリズムは何らかの契機によって人為的・意識的に形成されたものだ。仮説だが、宮廷での伝誦にかわって大量の歌詞を正確に記憶する必要が生じたのではないか。定型歌は覚えやすいのである。7世紀雅楽寮の前身である楽府が成立したが、そこの楽人は大量の歌詞を記憶せねばならなかった。
　東歌は貴族の創作歌と同じく定型をもつ。東歌は定型短歌といっていいのだろうか？ここで想定されるのは作業仮説である。もともと文字化を想定することなしに普遍的にうたわれていた短形式の歌謡があった。それが文字化される過程で整理され短歌形式に整えられたのではないか。
　この仮説は枕詞の検証によって矛盾をきたす。東歌の枕詞は、Ａ．他巻に例があり、接続も一致するもの、Ｂ．他巻に例があり、接続は一致しないもの、Ｃ．他巻に例がないもの、に分けられる。Ｂ、Ｃの多さは東歌特有の現象であって、定型短歌一般における枕詞の流動性・非固定性を意味するものではない。

　Ｃはすべて五音節である。Ｃが源東歌の段階からあって、すべて五音節だったとすれば、源東歌は五七音節定型からなっていたと考えるのが順当だ。すると、源東歌を未定型の歌謡とするそもそもの前提と矛盾する。
　ここで２つの可能性が考えられる。１．源東歌には含まれていなかった枕詞が、元東歌（原資料）あるいは現東歌（編纂）の段階で新たに付加された。２．源東歌に含まれていた未定型の枕詞が、元東歌あるいは現東歌の段階で五音節に整えられた。
まず１について考えると、Ｃが源東歌に含まれていなかったとみなすのであれば、Ａ，Ｂについても同様に考えるべきである。文字化・定型化の過程で付加された枕詞が、東歌独自のものばかりで、都で普通に使われていた枕詞は避けられたというのは、およそありそうもない話だ。また１は東歌の枕詞全体に及ぼされるべきものである。その場合現東歌238首中38～53例を数える枕詞はほとんど含まれていなかったことになり、源東歌と現東歌の距離は遥かに広がってしまう。

２について考えると、記紀等にみられる未定型の枕詞的慣用句と東歌の枕詞は性質が違うことがわかる。記紀等の枕詞的慣用句は語義及び係り方が不透明で、そこにある種の神秘性を醸し出す効果があったとされる。一方現東歌の枕詞は語義・係り方が明らかなものばかりで、歌謡出自の枕詞をもとに音数を整えたものとは認めにくい。またＣはもと３ないし４音節だった跡がまったく認められない。
よって東歌はもと未定型で収集・編纂の過程において定型短歌に整えられたという仮説は成り立たない。東歌はもともと定型短歌であった。

２．国名提示/地名重畳が意味するもの

　　武田祐吉は１．土着人によってその国の地名が詠まれるとき国名を冠することはまずない、２．小地名に大地名を冠する場合にも１と同じことがいえる、と東歌の地名表現に疑問を提示したが、正当に理解されず的外れな非難を浴びた。
　だが改めて、東歌と近世以降の代表的「民謡」集を比較したところ、国名提示/地名重畳の現れる頻度が東歌ばかり異様に多いことがわかった。

　ここで例外的に国名提示/地名重畳が現れている例を検証したところ、「お国自慢」や商品経済の発展、また他地域からの歌の伝播がうかがわれた。これらの背景には交通の発達による他地域との結び付きの緊密化が考えられる。しかし、古代において都を除く他地域との緊密な結び付きや商品経済の発達は考えられない。まして東国は後進地域であった。東歌に国名提示/地名重畳が頻出する事実には、何か人為的な契機が作用しているはずだ。つまり東国の民衆が自然に歌いだしたものではありえない。
　東歌に見られる国名・地名は東海道・東山道沿いに集中している。これらは律令国家の幹線道路であり、都と地方を放射線状に結んでいた。完全に政治的目的のために整備された公的な交通機関で、地方の民衆の生活とは乖離していた。

　東歌成立の背景には、律令国家の公的な交通がある。東歌は都から赴任してきた国司がもたらした貴族文化に郡司など在地の豪族が参加してできた。歌の場は在地だったかも知れないが、それは決して在地に根ざした文化ではなかった。そういう意味において、東歌は貴族文学の１支流であった。そして在地に根付いた文化ではなかったがゆえに、律令国家の交通制度が衰えた9世紀以降東歌は姿を消すのである。
